
新株予約権無償割当ての要項 
 

1 新株予約権の割当方法 

 新株予約権は、平成 18 年 9 月 30 日(土)の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載

又は記録された株主に対し、その所有株式(当社の有する当社普通株式を除く。)1 株

につき 1個の割合で無償で割り当てるものとする。 

 

2 新株予約権の無償割当ての効力発生日 

 平成 18年 11 月 1日(水) 

 

3 新株予約権の目的である株式の算定方法及び種類 

(1)  新株予約権 1 個の目的である当社株式の数(以下｢対象株式数｣という。)及び種

類は、下記(2)に定める株式付与割合に 0.05 を乗じた数の普通株式とする。但

し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整

されるものとする。 

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

 なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていないものにつ

いてのみ行われる。 

(2)  株式付与割合とは、平成 18 年 9 月 30 日から平成 21 年 9 月 30 日まで、毎年 3

月 31 日及び 9 月 30 日(以下｢確認日｣という。)の最終の株主名簿又は実質株主名

簿に記載された各新株予約権者の普通株式の所有株式数のうち最も少ない数を、

行使又は取得しようとする新株予約権の数で除した数とする。但し、当社が株式

分割又は株式併合を行う場合、各確認日の所有株式数の計算は、当該分割・併合

がなかったものと仮定した場合に有していることになる株式数に調整して行うも

のとする。 

(3)  上記(1)の対象株式数の調整を必要とする場合以外にも、当社の発行済普通株

式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により対象株式数の調整を必要

とする場合には、当社は、必要な調整を行う。 

(4)  新株予約権を行使した各新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端

数がある場合は、会社法第 283 条の規定に基づき、その端数に応じた金銭を交付

する。 

 

4 新株予約権の総数 

 平成 18 年 9 月 30 日(土)における当社の最終の発行済普通株式総数(但し、当社の

有する当社普通株式の数を控除する)と同数とする。 
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5 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、当該新株予約

権の行使によって交付される当社普通株式 1 株につき、1 円とする(1 円未満の端数は

切り上げ)。 

 

6 新株予約権の行使期間 

 平成 21 年 12 月 1 日(火)から平成 22 年 1 月 29 日(金)までとする。但し、新株予約

権の行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日にあたるときは、その翌営業日を最終

日とする。 

 

7 新株予約権の行使の条件 

(1)  平成 21 年 9 月 30 日の最終の株主名簿又は実質株主名簿に当社の株主として記

載又は記録されていない者は、新株予約権を行使することができないものとす

る。 

(2)  新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者の有する全ての新株予約権を

一括してのみ行使しうるものとする。 

(3)  適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者が新株予約権を行使

するために、(i)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件(一定期間の行使禁

止、所定の書類の提出等を含む。)の充足、又は(iii)その双方(以下｢準拠法行使

手続・条件｣と総称する。)が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者

は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行又は充足された場合に限り、新株予約

権を行使することができる。但し、当該管轄地域に所在する者が新株予約権を行

使するために当社が履行又は充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件

については、当社としてこれを履行又は充足する義務は負わないものとする。ま

た、当該管轄地域に所在する者が新株予約権を行使することが当該法令上認めら

れない場合には、当該管轄地域に所在する者は、新株予約権を行使することがで

きないものとする。 

(4)  新株予約権者が、上記(1)から(3)までの規定に従い新株予約権を行使できない

場合であっても、当社は、当該新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の責

任を一切負わないものとする。 

 

8 新株予約権の取得事由及び条件 

(1)  当社は、上記 6 に定める新株予約権の行使期間の満了時が到来したときに、各

新株予約権者から、当該新株予約権者の有する全ての新株予約権を取得する。 

(2)  以下の a ないし c の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議

が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別

途定める日に、当社は、各新株予約権者から、当該新株予約権者の有する全ての
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新株予約権を取得することができる。 

a  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

b  当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

c  当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 

 

9 取得の対価として交付される株式の算定方法及び種類 

(1)  上記 8 の(1)による取得に際して、新株予約権者が当社所定の書式による書面

を提出し、当該書面が新株予約権の行使期間内に払込取扱場所に到達している場

合には、新株予約権の取得の対価として当社普通株式を交付するものとし、その

数は、新株予約権 1 個につき、各新株予約権者の上記 3 の(2)で定める株式付与

割合に下記(3)で定める株式交付比率を乗じた数とする。その他の上記 8 の(1)に

よる取得の場合においては、新株予約権の取得の対価は無償とするものとする。 

(2)  上記 8 の(2)による取得に際しては、その対価として当社普通株式を交付する

ものとし、その数は、新株予約権 1 個につき、各新株予約権者の上記 3 の(2)で

定める株式付与割合(但し、本(2)においては、承認又は決定の日において未だ到

来していない確認日の所有株式数を考慮せずに株式付与割合を計算するものとす

る)に下記(3)で定める株式交付比率を乗じた数とする。 

(3)  株式交付比率は、0.05 とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場

合、株式交付比率は次の算式により調整されるものとする。 

調整後株式交付比率＝調整前株式交付比率×分割・併合の比率 

(4)  上記(3)の株式交付比率の調整を必要とする場合以外にも、当社の発行済普通

株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により株式交付比率の調整を

必要とする場合には、当社は、必要な調整を行う。 

(5)  新株予約権の取得の対価として各新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満

たない端数がある場合は、会社法第 234 条の規定に基づき、その端数に応じた金

銭を交付する。 

 

10  組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関す

る決定方針 

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株

式交換又は株式移転(以上を総称して以下、｢組織再編行為｣という。)をする場合にお

いて、上記 8 の(2)により新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発

生の時点において残存する新株予約権(以下、｢残存新株予約権｣という。)の新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに

掲げる株式会社(以下、｢再編対象会社｣という。)の新株予約権を以下の条件に基づき

それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編
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対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものと

する。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞ

れ交付するものとする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の算定方法 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 交付される新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額

は、当該新株予約権の行使によって交付される再編対象会社普通株式 1 株につ

き、1円とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

 上記 6 に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の

うちいずれか遅い日から、上記 6 に定める新株予約権の行使期間の満了日までと

する。 

(6) 新株予約権の行使の条件 

 上記 7に準じて決定する。 

(7) 新株予約権の取得条項 

 上記 8及び 9に準じて決定する。 

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準

備金に関する事項 

 下記 11に準じて決定する。 

(9) 新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 

 

11 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第 40 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額全額とし、資本準備金

は増加しないものとする。 

 

12 新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所等 

(1)  新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書に行使する新株予約

権の個数及び住所等の必要事項を記載し、これに記名捺印したうえ、必要に応

じて別途定める新株予約権行使に要する書類並びに会社法、証券取引法その他
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の法令及びその関連法規(日本証券業協会及び本邦証券取引所の定める規則等を

含む。)の下でその時々において要求されるその他の書類(以下｢添付書類｣とい

う。)を添えて払込取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係る新株予約権の目的

たる株式の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより

行われるものとする。 

(2)  上記 9 の(1)に定める書面の提出は、新株予約権の行使期間内に、当社所定の

書式による書面に行使できる新株予約権の個数及び住所等の必要事項を記載

し、これに記名捺印したうえ、必要に応じて別途定める添付書類を添えて払込

取扱場所に提出することにより行われるものとする。かかる書面の提出は、当

該書面及び添付書類が払込取扱場所に到達したときに効力を生じるものとす

る。 

 

13 新株予約権の行使請求及び行使の効力発生時期 

 新株予約権の行使請求の効力発生時期は、上記 12 の(1)の規定に従い、行使に係る

新株予約権行使請求書及び添付書類が払込取扱場所に到達したときとする。新株予約

権の行使の効力は、かかる新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、か

つ、当該行使に係る新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭が払込

取扱場所において払い込まれたときに生ずるものとする。 

 

14 新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 

 

15 新株予約権証券の発行 

 新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しない。 

 

16 法令の改正等による修正 

 新株予約権の無償割当ての効力発生日後、法令の新たな制定又は改廃等により、上

記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合において

は、当該制定又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等

を適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。但し、当社取締役会が別途定める場

合はこの限りではない。 

 

17 その他 

 その他新株予約権の無償割当てに関し必要な一切の事項の決定は、当社代表取締役

に一任するものとする。 

 

以  上 


